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Ⅵ 学校等における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策 
 

（単位：千円） 

感染症流行下における学校教育活動体制整備事業 Ｒ４補正：113,400 

各県立学校が新型コロナウイルス感染症の影響を最小限に止めつつ学校教育活動を継続できる環
境を維持するため、感染症対策に必要な保健衛生用品等の購入を行います。 

■学校における感染症対策に必要な用品等の購入 

○購入用品(例)  

・消毒液等の保健衛生用品 

・ＣＯ２モニター、サーキュレーター等の換気 

 用備品 

    

県立学校における感染症防止対策事業 70,538 

平常の新型コロナウイルス感染防止対策に加え、学校の教育活動がより安心・安全なものとなる
よう、県立学校の希望する生徒・教職員に対して随時のＰＣＲ検査を実施します。 

■学校行事等における事前・事後のＰＣＲ検査の実施 

部活動の大会・コンクール、修学旅行、各教科学習の一環として実施される大会・行事等の校

外での活動を行う際や寮生の帰寮の際の学校における感染リスクをＰＣＲ検査の実施により低減

させ、安心・安全な教育活動を支援 

［対 象］県立学校の生徒・教職員等 

 ［内 容］山口県における地域の感染拡大や 

学校における地域の感染レベル等 

を踏まえＰＣＲ検査を実施 

 

 

 
    

通学対策費（コロナ対策分） 93,093 

県立特別支援学校における自力通学困難な児童生徒の重要な通学手段である通学バスにおける感
染リスクの低減を図ります。 

■通学バスにおける感染リスクの低減 

通学バスに乗車する児童生徒の少人数化を 

図るため、通学バスの増便や通常運行路線の 

通学バスの大型化を実施 

 

 
  


